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長期非常勤職員の 2015 年 3 月末、解雇阻止の 
闘いは｢今｣重要な局面をむかえています!! 

 

長期非常勤職員のみなさん、12 月になりましたが、更新の面接等がおこなわれて

いるでしょうか？ 2013 年 3 月は、多くの長期非常勤職員の契約更新となっています。

しかし、大学はわれわれの契約更新をこれまでどおりの 3 年ではおこなわないのです。

最大 2年でしか更新しないのです。従来どおりに契約を更新させるために闘いましょう。 

 

■■■■２０１３年（来年）３月末の更新拒否または２年限りの契約更新を許さない２０１３年（来年）３月末の更新拒否または２年限りの契約更新を許さない２０１３年（来年）３月末の更新拒否または２年限りの契約更新を許さない２０１３年（来年）３月末の更新拒否または２年限りの契約更新を許さない！！！！    

石橋組合員は、法人化後 3 年契約を 2 回更新し、2013 年(来年)3 月末が 3 回目の更新になります。従来ど

おりであれば、3 年(2016 年 3 月まで)の雇用契約が結ばれるはずです。しかし、大学は｢2015 年 3 月までの

雇用を保障しているわけではない｣、｢2015 年 3 月末を越えて契約することはできない｣と発言し、この議題

での団交を拒否しています。 

しかし、われわれは 9 月 14 日の団交で大学から｢(契約更新について)学部の判断を考慮する｣という回答を

引き出しました。 

 

１１１１１１１１月月月月９９９９日｢更新を決めるのは日｢更新を決めるのは日｢更新を決めるのは日｢更新を決めるのは人科人科人科人科｣｣｣｣と答えたと答えたと答えたと答えた 

そこでわれわれは、11 月 9 日、石橋組合員を採用し、

法人化後 2 回契約更新を決定してきた人間科学研究科

に対して、従来どおりの 3 年契約と団交を要求しまし

た。その際に、人間科学研究科庶務係長は｢契約の更新

を決めるのは人科である｣とはっきり回答しました。し

かしながら、｢(更新するか、しないか）現時点では回

答できない｣、｢大学のルールの範囲内で｣ということも

はっきりと答えたのです。 

そんな人間科学研究科は 11 月 15 日付回答で｢本研究

科に貴組合との間で団体交渉の権限はない｣と全面拒否

の回答をおこないました。そして 2013 年 3 月末の契約

更新については、更新拒否または 2 年限りの契約更新

であるという姿勢を示しています。 

 

１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日｢図書室を閉めるつ日｢図書室を閉めるつ日｢図書室を閉めるつ日｢図書室を閉めるつももももりはない｣りはない｣りはない｣りはない｣と答えたと答えたと答えたと答えた 

12 月 10 日、われわれは人間科学研究科の全面拒否回

答を弾劾し、団体交渉をおこなわせるために抗議行動

を取り組みました。抗議文提出の際に、｢図書室を閉め

ることは考えていない｣ことと、｢(契約更新を)拒否す

あらゆる相談受付中！！あらゆる相談受付中！！あらゆる相談受付中！！あらゆる相談受付中！！    

正規・非常勤・派遣・委託など１人でも

入れる組合です 

────────────────────────────────────────────────────────────────────    

非非非非    正正正正    規規規規    労労労労    働働働働    者者者者    のののの    談談談談    話話話話    室室室室    

────────────────────────────────────────────────────────────────────    

短期非常勤職員のみなさん、 

6 年も働いてきて任期満了でクビにする

｢短期雇用制度｣も許されません。 

あきらめないで、継続雇用を勝ち取るた

め闘いましょう!! 

 

・１月１７日(木)：第２会議室 

・２月２１日(木)：第２講義室 

・３月１４日(木)：第２会議室 

いずれも午後６時～９時 

 

豊中市立千里公民館(豊中市千里文化セン

ターコラボ内))))北大阪急行またはモノレール・

千里中央駅下車 

────────────────────────────────────────────────────────────────────    
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るとは言ってない｣という 2 点を確認しました。それでも｢(契約更新について）現時点では答えられない｣、

｢2015 年 3月を越えて契約はできない｣と繰り返していました。 

図書室の業務が継続するならば、石橋組合員を継続雇用しない理由は何一つありません。なぜ、継続雇用

すると言えないのでしょうか。われわれは、団体交渉の場できちんと説明するよう人間科学研究科に要求し

ています。 

10 年以上も人科図書室で働き続けている石橋組合員に対して、人間科学研究科が｢(大学として決定された

事項に)反する運用ができない｣と言うことは、石橋組合員を厳しい雇用情勢の社会に放り出そうとしている

大学の残酷な行為に手を貸しているということに他ならないのです。こんなことを許してはいけないのです。 

石橋組合員を含む長期非常勤職員の 2015 年 3 月末解雇を阻止するためには、2013 年 3 月末の契約を従来

どおり 3 年で更新させなければなりません。 

長期非常勤職員のみなさん、共に闘い、2015 年 4月以降の継続雇用を勝ち取りましょう!! 

 

2.2 ｢つなげよう、首を! ～3 年&5 年の壁をぶち壊せ!～｣ 
第 4 回｢なんで有期雇用なん!?集会｣に結集を！！ 

 

われわれの闘いは、関西の大学非正規労働者で結成された｢なんなん｣の仲間たちが注目しています。阪大

は、法人化にあたり、短期雇用制度を導入し、非正規使い捨てを率先しています。｢お知らせ｣による長期非

常勤職員の首切り問題だけでなく、非常勤講師にも 5年上限を徹底しようとしているのです。 

そんな阪大において非常勤職員の先駆的な闘いがありました。それは 1980年代中曽根政権時に導入された

｢3年期限｣解雇攻撃との闘いです。附属図書館で働いていた矢崎さんの闘いです。 

第４回｢なんで有期雇用なん!?集会｣では、この矢崎闘争に関するシンポジウムをとおして、かつての闘い

から学び｢現在｣の闘いへとつなげていきます。 

 

第第第第 4444 回回回回なんでなんでなんでなんで有期雇用有期雇用有期雇用有期雇用なんなんなんなん!?!?!?!?集会集会集会集会    

日時：2013201320132013 年年年年 2222 月月月月 2222 日日日日((((土土土土))))    

13:3013:3013:3013:30～～～～16:3016:3016:3016:30        (開場 13：00)    

会場：大阪大学豊中キャンパス 

スチューデントコモンズ 2 階セミナー室 

入場無料(カンパ歓迎) 

＊終了後、ショートデモを予定。 

会場から阪急石橋駅まで(当日案内) 

＊18：00 頃より交流会。 

<琉球居酒屋赤瓦[あかが～ら]>にて 

【主催】｢大学非正規労働者の雇い止めを許さない 

関西緊急集会｣実行委員会 

 ☆最新情報は、blog でご覧いただけます。 

http://nandenan0227.blogspot.jp/ 

 

＊2 月 4 日(月) 吹田キャンパス阪大本部へ抗議行動をおこないます。 


